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県では、教職員の子育てを支援するため、次のような休暇や休業の制度を設けています。
子どもが生まれる女性教職員だけでなく、父親になった（なる予定の）男性教職員も、こうした休暇制度等を活用しながら、積極的に子育てを担い、親子の時

間を大切にしましょう。
また、教職員が安心してこれらの制度を利用するには、管理職や周りの教職員の理解と協力が欠かせません。教職員の皆さん全員にこうした制度を周

知し、子育て世代の教職員が安心して子どもを生み育てられる職場環境づくりに取り組んでいきましょう。

子育てに関する休暇制度等の概要



（１）休暇制度

取

得

時

期

制度名 制 度 の主 旨 期 間

男
性
教
職
員

女
性
教
職
員

結
婚
後

結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その

他の結婚に伴い必要と認められる行事等の

ために取得できる休暇

結婚の日を含む 6 週間以内（公務の都

合によりこれによりがたい場合は、概ね 1

年以内）で５日（日単位）

※連続、断続での取得可能

〇 〇

妊
娠
前

（不妊治療のための）

病気休暇

負傷又は疾病のため療養する必要があり、その

勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

における休暇

引き続き90日以内

※不妊治療は、医師が不妊の要因を明らかに

し、その治療のためであれば病気休暇を承認

できる。

○ ○

出生サポート休暇 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しない

ことが相当であると認められる場合に取得できる

休暇

年５日（日又は時間単位）

（当該通院等が体外受精又は顕微授精に係る

ものである場合は年10日） ○ ○

妊
娠
中

妊産婦の健康診断休暇

母性健康管理

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子

保健法第10条及び第13条に規定する保健指導

又は健康診査を受ける場合に取得できる休暇

1回につき、1日の正規の勤務時間内で必要

と認める時間

・妊娠6月までは4週間に1回

・妊娠7月から9月までは2週間に1回

・妊娠10月から分べんまでは1週間に1回

・産後1年まではその間に1回

※1月は28日として計算。医師等の特別の指

示があった場合は、指示された回数。

― 〇

妊娠障害（つわり等）休暇

母性保護・母性健康管理

妊娠中の女性職員が、妊娠障害のため勤務する

ことが著しく困難である場合に取得できる休暇

１０日

（日又は時間単位） ― ○

妊婦の通勤緩和休暇

母性保護・母性健康管理

妊娠中の女性職員が通勤に交通機関又は交通

用具を利用する場合において、その混雑の程度

が母体又は胎児の健康保持に影響があると認め

られるときに取得できる休暇

正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を

通じて1時間を超えない範囲内で各々必要と

認める時間 ― ○

分べん（産前産後）休暇

母性保護・母性健康管理

女性職員の母性を保護するため労働基準法に

基づき認められている休暇

（産前）出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合

にあっては、14週間）前の日から出産の日まで

の期間

（産後）出産の日の翌日から８週間（多胎妊娠

による出産の場合にあっては、10週間）。ただ

し、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあ

っては、14週間）前の出産の場合にあっては、

10週間

― ○



（２）時間外勤務の制限等

出
産
後

配偶者の出産休暇 妻の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性

職員が取得できる休暇

配偶者が出産のため入院する等の日から、出

産の日後２週間の期間に３日

（日又は時間単位）
○ ―

男性職員の育児参加休暇 妻の産前産後期間中に、生まれてくる子又は小

学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子

を含む。）を養育する男性職員が取得できる休暇

出産予定日の８週間前（小学校就学の始期に

達するまでの子がある場合のみ）から１歳に達

する日（１歳の誕生日の前日）の期間に５日

（日又は時間単位）

※ 多胎妊娠の場合は産前14週（小学校就学

の始期に達するまでの子がある場合のみ）から

１歳に達する日までの期間に５日

○ ―

出
産
後

育児休暇

（平成30年４月１日改正）

母性保護・母性健康管理

２歳に達しない子を養育する職員が授乳や保育

所への送迎を行う場合に取得できる休暇

注：男性職員にあっては、配偶者がその子を育て

る（世話する）ことができない場合に限ります。

①子が１歳６月に達するまで

・１日２回、１回45分＋往復時間

・１日２回、１回30分と60分＋往復時間

・１日２回を連続させて90分＋往復時間

②子が１歳６月に達した後２歳に達するまで

・１日２回、１回30分＋往復時間

・１日２回を連続させて60分＋往復時間

※ 往復時間の加算

勤務時間の最初又は最後に取る場合15分

勤務時間の途中に取る場合 30分

○ ○

短期介護休暇

(平成22年６月30日施行)

負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわ

たり日常生活を営むのに支障がある者（要

介護者）の介護や通院等の付添などの世

話を行う場合に取得できる休暇

年５日（要介護者が２人以上の場合は10日）

（日又は時間単位）
○ ○

看護休暇

(平成22年６月30日改正)

ア 小学校就学の始期に達するまでの子

（配偶者の子を含む。）が負傷又は疾病等

のために看護（疾病の予防のための予防接

種、健康診断を含む。）を必要とする場合に

おいて、他に看護可能な家族がいる場合で

あっても子の看護を行う必要がある場合に

取得できる休暇

イ 配偶者並びに二親等以内の血族及び

姻族（小学校就学の始期に達するまでの子

を除く）が負傷又は疾病等のため職員が看

護する必要がある場合において、職員以外

に看護者がいない場合に取得できる休暇

ア 小学校就学の始期に達するまでの子

年５日（２人以上の場合は10日）

（平成22年６月30日施行）

イ 配偶者及び二親等以内の血族及び姻族

（小学校就学の始期に達するまでの子を除

く）

年５日

※ ただし、ア又はイの期間すべてを取得した

後、中学校就学の始期に達するまでの子を

看護する場合はさらに２日の範囲内での取

得が可能

（それぞれ日又は時間単位）

○ ○

取

得

時

期

制度名 制 度 の 概 要

男
性
教
職
員

女
性
教
職
員

妊
娠
中

時間外勤務及び深夜勤務の制限

母性保護・母性健康管理

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員の深夜勤務及び正規の勤務時間以外の勤務

を制限する制度 ― ○

休息又は補食を必要とする場合の職

専念義務の免除

母性保護・母性健康管理

妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があり、休息又は補食

を必要とする場合に職務専念義務を免除される制度

※母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく医師等の指導事項に基づ

いて行う。

― ○



（３）休業制度等

出
産
後

時間外勤務の免除

(平成22年６月30日施行)

３歳に満たない子がいる職員は、子の養育のために、時間外勤務の免除を請求できる

制度

※公務の運営に支障がある場合や災害など臨時の業務は除く。
○ ○

時間外勤務の制限 小学校就学の始期に達するまでの子がいる職員は、子の養育のために、時間外勤務の

制限（１月 24時間まで、１年 150時間まで）を請求することができる制度

※請求した職員の業務を処理するために措置を講ずることが著しく困難な場合や災害な

ど臨時の業務は除く。
○ ○

深夜勤務の制限 小学校就学の始期に達するまでの子がいる職員(職員の配偶者で当該子の親であるもの

が、深夜(午後10時から翌日の午前５時まで。)において常態として当該子を養育すること

ができる場合を除く。)は、子を養育するために深夜勤務の制限を請求することができる制

度

※公務の運営に支障がある場合は除く。

○ ○

制

度
制度の主旨

給与等

給料 期末手当 勤勉手当 その他諸手当

育
児
休
業

３歳未満（３歳に達する日（誕生日の

前日）まで）の子を養育する職員が一

定期間休業することを認められる制

度

※原則２回まで取得可能。この２回と

は別に、男性職員は、産後パパ育休

（配偶者の出産後８週間の期間内の

育児休業）を２回まで取得することが

できる。

※配偶者の就業等の状況に関わらず

取得可能。

支給されない。 基準期間内（基準日（6/1又は12/1）以前6ヶ月）に育

児休業を取得した期間に応じて次のとおり。（※）

※ 期末手当は子の出生後8週間以内とそれ以外の期

間でそれぞれ１月以下の短期の育児休業であれば

全額支給される。

※ 勤勉手当は子の出生後8週間以内とそれ以外の期

間でそれぞれ１月以下の短期の育児休業であれば

期間率は100／100となる。

支給されない。

育

児

短

時

間

勤

務

小学校就学の始期に達するまで（満６

歳に達する日以後の最初の３月31日

まで）の子を養育する職員が、次のい

ずれかの勤務の形態により、希望する

日及び時間帯において勤務すること

ができる制度

＜勤務の形態＞

① ３時間55分勤務を週５日

（週19時間35分）

② ４時間55分勤務を週５日

（週24時間35分）

③ ７時間45分勤務を週３日

（週23時間15分）

④ ７時間45分勤務を週２日と３時間

55分勤務を週１日

（週19時間25分）

※配偶者の就業等の状況に関わらず

取得可能。

一週間の勤務

時間数に応じて

減額して支給さ

れる。

基準期間内（基準日（6/1又は12/1）以前6ヶ月）に育

児短時間勤務職員として在職した期間に応じて次のとお

り。

＜７時間45分を週３日の勤務形態の場合＞

＜根拠規定＞

公立学校職員の給与に関する条例第22条、第23条

期末手当及び勤勉手当に関する規則第５条、第10条、

第11条

支給される。

ただし、管理職手当、

初任給調整手当、地

域手当、義務教育等

教員特別手当、定時

制通信教育手当、産

業教育手当及び特地

勤務手当等は、一週

間の勤務時間数に応

じて減額して支給され

る。

※通勤手当について、

自動車等使用者につ

いての支給額は、平均

１カ月当たりの通勤所

要回数が10回未満に

なる場合には半額とな

る。

１回の育児休業に

かかる承認期間

期間率（支給割合）

期末手当 勤勉手当

１月以下 100／100 100／100

１月超えて２月以下 80／100 80／100 or 70／100

２月超えて３月以下

60／100

60／100 or 50／100

３月超えて４月以下 40／100 or 30／100

４月超えて５月以下 20／100 or 15／100

５月超えて６月未満 10／100 or 5／100

全期間 支給なし 支給なし

育児短時間勤務職員と

して在職した期間

期間率（支給割合）

期末手当 勤勉手当

１月以下

80／100

95／100

１月超えて２月以下 95／100 or 90／100

２月超えて３月以下 90／100 or 80／100

３月超えて４月以下 80／100 or 70／100

４月超えて５月以下 70／100

５月超えて６月未満
60／100 60／100

全期間



（３）休業制度等（続き）

制

度
制度の主旨

給与等

給料 期末手当 勤勉手当 その他諸手当

部
分
休
業

小学校就学の始期に達するまで（満６

歳に達する日以後の最初の３月31日

まで）の子を養育する職員が１日の勤

務時間のうち部分的に休業することを

認められる制度

※１日の正規の勤務時間の始め又は

終わりにおいて、30分を単位とし、２時

間の範囲内

注：育児休暇が認められている場合

は、育児休暇と部分休業とを併せて

１日２時間以内。

※配偶者の就業等の状況に関わらず

取得可能。

休業した時間数

に応じて減額し

て支給される。

全額支給される。 基準日(6/1又は12/1）以

前6ヶ月以内に90日以上

部分休業を取得した日が

ある場合は、休業した時間

に応じて減額して支給され

る。（90日未満であれば全

額支給。）

支給される。

制

度
昇給 昇任 共済組合、互助会 その他

育
児
休
業

次に掲げる育児休業を取得した

期間に応じて昇給区分等が決

定される。

年間の1/6以上･･･昇給区分Ⅳ

年間の1/2以上･･･昇給区分Ⅴ

全期間勤務なし･･･判定なし

育児休業を取得した期間につ

いては、復帰した日又は復帰後

の最初の昇給日に、すべて勤

務したものとみなして号給の調

整を行うこととしており、昇給に

影響はない。

4/1時点で育児休業中の職員

は昇任しないが、昇任を先送り

した者については、次の昇任時

に先送りした期間を短縮する取

扱いとなる。

また、昇任に当たっては、「職員

の任用に関する規則」別表第３

に掲げる期間（例：上級採用の

場合、主事２年）は在職してい

る必要がある。育児休業や休

職の期間は除かれるので注

意。

それ以外の場合については、育

児休業を取得していない職員と

同様。

・共済組合から、１歳の誕生日の前日ま

での休業期間について「育児休業手当

金」が支給される。（子を保育所に預けら

れない場合等は、2歳に達するまで。共

済組合高知支部へ申請。）

・手当金の額（H27.10.1～）

180日に達するまで

標準報酬日額×約67/100

181日以降

標準報酬日額×約50/100

注：組合員とその配偶者がともに育児休

業を取得する場合は、手当金の受給期
間が延長されるケースがある。（詳細
は、公立学校共済組合へ）

・共済組合の掛金（共済組合へ申請）
・給与

育児休業開始日の属する月と育児休
業終了日の翌日の属する月が
異月の場合 ⇒ 月末時点で育児休業

を取得している月が免除
同月の場合 ⇒ 育児休業期間が14

日以上の場合、当該育児休業取得月

分が免除
・期末手当・勤勉手当
育児休業期間が１ヶ月を超え（暦日で

計算）、期末手当等支給月の末日を含
む場合

・互助会の掛金・・・３歳の誕生日の前月

まで免除（月末日に育休中の場合に、当

月分を免除。申請は不要。）

（退職手当）

育児休業を取得した期間は、

次のとおり退職手当の算定の

基礎となる勤続期間から除

算される。

・子が１歳に達した日の属す

る月まで…休業月数の1/3を

除算（終期H4.4.1以後のも

の）

・上記以外の期間…休業月

数の1/2を除算

育

児

短

時

間

勤

務

育児短時間勤務を取得した期

間は昇給判定に影響はない。

育児短時間勤務を取得してい

ない職員と同様。

育児休業手当金は支給されない。 （退職手当）

育児短時間勤務を取得した

期間は、次のとおり退職手当

の算定の基礎となる勤続期

間から除算される。

・取得月数の1/3を除算



下記に手続の概要を示しますので参考にしてください。詳細な内容は各通知を確認してください。

制

度
昇給 昇任 共済組合、互助会 その他

部
分
休
業

部分休業を取得した期間は昇

給判定に影響はない。

部分休業を取得していない職

員と同様。

育児休業手当金は支給されない。 （退職手当）

・部分休業の取得による影響

はない。

（その他）

・１日の勤務時間の始めと終

わりに取得することもできる。

・部分休業の前後において年

休等を取得する場合は、一

旦部分休業の承認を取り消し

たうえで、取り消した時間を含

めて、年休等を取得すること

になる。

制度 必要書類及び提出時期 管理職員の対応

育児休業 育児休業を始めようとする日の１月前までに

「育児休業承認（期間延長）請求書」

「請求に係る子の氏名、続柄及び生年月日を証明する書類」

育児休業終了時

「育児休業終了届書」

校長を経て学校主管課（高等学校

課又は特別支援教育課）へ提出。

（通知）

「育児休業等の手続に関する取扱

要領の制定について」

「育児休業終了届出書の提出につ

いて」

「育児短時間勤務終了届出書の提

出について」

育児短時間勤務職員のうち、勤務

実績管理システム対象職員にあっ

ては、勤務種別「対象外」の設定が

必要。

（通知）

「育児短時間勤務職員」の総務事

務集中化システムの取扱いについ

て」

部分休業 部分休業開始日の１週間前までに

「部分休業承認請求書」

「請求に係る子の氏名、続柄及び生年月日を証明する書類」

「部分休業登録確認書」（勤務実績管理システム対象職員）

※請求は年度を超えて行うことができるが、勤務実績管理システ

ムへの入力は、１年ごとに行うこと。

育児短時間勤務 育児短時間勤務開始日の１月前までに

「育児短時間勤務承認（期間延長）請求書」

「請求に係る子の氏名、続柄及び生年月日を証明する書類」

「育児短時間勤務計画書」(再度の請求をする予定がある場合

のみ)

※請求する期間は、1月以上1年以下の期間。

育児短時間勤務終了時

「育児短時間勤務終了届出書」

時間外勤務の

免除・制限

時間外勤務制限開始日の前日までに

「深夜勤務・時間外勤務制限請求書」

公務の運営の支障の有無につい

て職員に通知し、通知文書及び請

求書の写しを学校主管課（高等学

校課又は特別支援教育課）へ送

付。

（通知）

「育児又は介護を行う職員の深夜

勤務及び時間外勤務の制限等に

ついて」

深夜勤務の制限 深夜勤務制限開始日の１月前までに

「深夜勤務・時間外勤務制限請求書」

提出書類等の確認



妊娠判明時から職場復帰後までに必要な手続等を例示しますので、参考にしてください。

市町村役場への提出書類等は提出先によって異なりますので、各市町村にご確認ください。

時

期
項目 提出書類や必要な対応等の例

書類取得・

提出先

男性

職員

女性

職員

出

産

前

（
産

休

前

）

母子健康手帳の交付 「妊娠届出書」 住民票のある

市町村役場
― □

管理職員との面談①

（本人又は配偶者の妊娠報告時）

「子育てサポート面談シート」 管理職員
□ □

通勤緩和等の必要な措置を講

ずる場合

「母性健康管理指導事項連絡カード」

※必要に応じて。

管理職員
― □

産休の申出 勤務実績管理システムで入力又は休暇届

承認願を提出

管理職員
― □

産前産後休業期間中の共済掛

金の免除

「産前産後休業掛金等免除申出書」

※産前休暇取得時に提出。

共済組合
― □

管理職員との面談②

（産休取得予定の１ヵ月前）

「子育てサポート面談シート」 管理職員
― □

出産費直接支払制度の利用確

認

合意文書の取り交わし 医療機関
― □

出

産

後

～

育

休

開

始

前

出生の届 「出生証明書」等 出生地等の市

町村役場
□ □

出産費、出産費附加金の請求

家族出産費、家族出産附加金

の請求

「出産費・家族出産費内払金支払依頼書」

又は「出産費・附加金、家族出産費・附加

金請求書」

共済組合

□ □

産前産後休業期間中の共済掛

金の免除

「産前産後休業掛金等免除変更申出書」

※出産後に提出。

共済組合
― □

出産祝金 「出産祝金請求書」

※夫婦ともに県職員の場合、それぞれ請求できる。

互助会
□ □

育休の申出 「育児休業承認（期間延長）請求書」 管理職員 □ □

子どもを扶養する

（扶養手当の支給）

「扶養親族届」 総務事務セン

ター
□ □

子どもを扶養する

（税控除を受ける）

「扶養控除等申告書」 総務事務セン

ター
□ □

子どもを扶養する

（共済組合）

「被扶養者申告書」 共済組合
□ □

児童手当の届 「児童手当認定等請求書（届）」 総務事務セン

ター
□ □

管理職員との面談②

（育休取得予定の１ヵ月前）

「子育てサポート面談シート」 管理職員
□ ―

各種掛金等の控除中断手続 財形貯蓄、団体保険料、組合費等 各手続により

異なる □ □

手続チェックリスト



分からないことや困ったことがあれば、まずは所属長に相談しましょう。

所属長は、職員がどういったことに困っているかをよく聞き、不明点があれば各担当に問い合わせてください。

時

期
項目 提出書類や必要な対応等の例

書類取得・

提出先

男性

職員

女性

職員

職
場
復
帰
前

育児休業手当金の請求 「育児休業手当金（変更）請求書」 共済組合
□ □

育児休業期間中の共済掛金の

免除

「育児休業等掛金等免除（変更）申出書」 共済組合
□ □

管理職員との面談③

（産休又は育休からの職場復帰１ヵ月

前）

「子育てサポート面談シート」

※育休からの復帰の場合、１月以下の短期取得者

の場合は不要。

管理職員

□ □

職
場
復
帰
後

育休の終了 「育児休業終了届書」 管理職員
□ □

養育特例

※男性職員は、子の出生後に提

出。

「３歳未満の子を養育する旨の申出書」 共済組合

□ □

相談内容 問い合わせ先 担当

両立支援制度全般（休暇・休業制度、子育てサポー

トプランの内容等）に関すること

教職員・福利課 人事企画担当

（088-821-4903）

代替職員（臨時的任用教職員・会計年度任用職員）

に関すること

高等学校課

特別支援教育課

人事担当

（088-821-4852）

健康相談に関すること 教職員・福利課 職員厚生担当

（088-821-4905）

結婚祝金、出産祝金に関すること 教職員・福利課 高知県教職員互助会

（088-821-4917）

育児休業手当金、産前産後休業・育児休業期間の

掛金免除等の申請に関すること

教職員・福利課 公立学校共済組合高知支部

（088-821-4755）

諸手当に関すること 教職員・福利課 給与担当

（088-821-4906）

その他子育てに関すること（窓口の紹介など） 少子対策課 子育て応援コーナー

（088-821-8080）

所属長

問い合わせ

問
い
合
わ
せ
先


